
 

   玄海町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、安全・安心

なまちづくりを推進するため、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２

年国官会第２３１７号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。）の

規定に基づき、町内における木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を実

施する所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、

玄海町補助金等交付規則（令和５年玄海町規則第２号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 耐震診断 玄海町木造住宅耐震診断派遣実施要綱（令和７年玄海町

要綱第  号）第９条に定める方法に基づき行うものをいう。 

 （２） 耐震改修設計 国要綱「附属第Ⅱ編第１章イ－１６－（１２）－①

住宅・建築物耐震改修事業」に定める住宅に係る耐震化のための計画の

策定に関する事業をいい、耐震化基準（耐震診断の診断表により求めら

れる総合評価のうち、上部構造評価点が１．０以上であること。）に適

合させるための設計をいう。 

 （３） 耐震改修工事 耐震改修促進計画に基づき実施する国要綱「附属第

Ⅱ編第１章イ－１６－（１２）－①住宅・建築物耐震改修事業」に定め

る住宅の耐震化に関する事業をいい、耐震化基準を満たしていない建物

を耐震化基準を満たすために必要な工事をいう。 

 （４） 総合支援事業 本要綱に基づき、第２号に定める耐震改修設計及び

第３号に定める耐震改修工事を総合的に行う事業をいう。 

 （５） 木造住宅 町内に所在する木造住宅のうち、昭和５６年５月３１日

以前に着工された一戸建ての住宅（昭和５７年１月１日に存在していた
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宅は、昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての住宅とみな

す。）をいう。（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分

の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの）を含む。） 

 （６） 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者に代わり総合支援事業に要

する経費を負担する親族等で、町長が所有者に準ずると認める者をいう。 

 （７） 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士（以下「登録建築士」という。） 

一般社団法人佐賀県建築士会又は一般社団法人佐賀県建築士事務所協

会において登録された建築士で、建築士事務所に属する者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、総

合支援事業を行う所有者等とする。 

２ 補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する

者であってはならない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４） 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 

（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している

者 

３ 補助対象者は、前項第２号から第７号に掲げる者が、その経営に実質的に

関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。 



 

４ 前項の規定にかかわらず、町税等に滞納がある者は、補助対象者としない。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象経費は、木造住宅の総合支援事業に要する費用と

する。 

２ 補助金額は、１１５万円又は耐震改修工事に要する費用の額に５分の４を

乗じて得た額のいずれか低い額を限度とし、補助金額に１，０００円未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 総合支援事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、木

造住宅耐震総合支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添えて町長に申請しなければならない。 

 （１） 誓約書（様式第２号） 

 （２） 事業実施計画書（様式第３号） 

 （３） 耐震診断結果の写し（倒壊の危険性があると判断されたもの） 

 （４） 配置図、各階平面図及び断面図（階数が分かるもの） 

 （５） 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示したもの） 

 （６） 耐震改修工事に要する費用（工事費内訳等）が確認できるもの 

 （７） 確認通知書の写し又は建築時期が分かるもの 

 （８） 木造住宅の所有者が分かるもの 

 （９） 町税完納証明書 

 （１０） 耐震改修工事の予定箇所の写真 

 （１１） その他町長が必要と認めるもの 

２ 補助対象者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助

金に係る仕入れに係る消費税相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、



 

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。た

だし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らか

でない場合については、この限りでない。 

（補助金の交付の条件） 

第６条 規則第５条第２項の規定により、補助金の交付の決定においては、次

に掲げる条件を付するものとする。 

 （１） 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

 （２） 補助対象経費の内容を変更しようとする場合においては、町長の承

認を得る   こと。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変

更の場合は、この限りでない。 

 （３） 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認

を受けること。 

 （４） 前条の規定により徴した誓約書については、必要に応じて所轄の警

察署に照会することがあること。 

 （５） 補助対象経費の収支を明らかにした書類等を整備し、補助金の交付

を受けた年度終了後５年間保管すること。 

 （６） この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等

の交付を受けてはならないこと。 

 （７） 補助対象事業を行うために契約を締結する場合においては、玄海町

内又は佐賀県内の企業等と契約するように努めること。 

２ 補助対象者は、前項第２号及び第３号の規定により承認を受けようとする

場合は、速やかに木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付変更（中止・廃止）

承認申請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは、これを承認し、木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付変更（中止・

廃止）通知書（様式第５号）により申請者に通知する。 

（補助金の交付決定の通知） 

第７条 町長は、第５条の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審



 

査し、適当であると認めたときは、木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付

決定通知書（様式第６号）により、申請者に対し補助金の交付決定の通知を

するものとする。 

（耐震改修設計の実施） 

第８条 耐震改修設計は、登録建築士で建築士事務所に所属する者又はそれと

同等以上と認められる者によって行わなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐

震総合支援事業実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添えて

町長に報告しなければならない。 

 （１） 領収書の写し 

 （２） 耐震改修設計の実施者が第８条に該当する者であることを証する書

類 

 （３） 耐震改修工事後の耐震性能について記載された書類の写し（一般社

団法人日本建築防災協会（以下「建防協」という。）による「木造住宅

の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」、

又は建防協の評価を受けたプログラムにより確かめたもの） 

 （４） 耐震改修設計図書 

 （５） 契約書の写し 

 （６） 耐震改修工事に要する費用（工事費内訳等）が確認できるもの 

 （７） 耐震改修設計に基づいて工事が実施されたことが確認できる書類 

 （８） 工事写真（耐震改修工事に係る全ての工事内容（施工前・施工中・

施工後）が確認できるもの） 

 （９） 完成写真（全景） 

 （１０） その他町長が必要と認めるもの 

２ 第５条第２項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績

報告書を提出するに当たって消費税相当額が明らかになった場合には、これ

を補助金から減額して報告しなければならない。 



 

３ 第５条第２項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第１項の実

績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額を補助

金に係る消費税仕入控除税額報告書（様式第８号）により速やかに町長に報

告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

（補助金の額の確定の通知） 

第１０条 町長は、前条の規定による補助対象事業完了の報告書の提出があっ

た場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額

を確定し、その確定した補助金の額を木造住宅耐震総合支援事業費補助金確

定通知書（様式第９号）により通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、木

造住宅耐震総合支援事業費補助金請求書（様式第１０号）を町長に提出し、

補助金の交付の請求をするものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 町長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交

付決定の内容、条件その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定

の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

２ 町長は、補助対象者が第３条第２項及び第３項の規定に該当することが判

明したときは、前項の規定を準用する。 

３ 町長は、前２項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、木造住

宅耐震総合支援事業費補助金交付取消通知書（様式第１１号）により申請者

に通知するものとする。 

４ 第１項又は第２項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

その補助金を返還させることができる。 

５ 町長は、前項の規定により補助金を返還させる場合には、木造住宅耐震総



 

合支援事業費補助金返還命令書（様式第１２号）により、期限を定めてその

返還を求めるものとする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

   附 則（令和７年３月６日要綱第１２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


